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■評価実施ハンドブック

① 実施大綱

② 大学評価基準

別紙「大学評価基準に関する評価の指針」

③ 点検評価ポートフォリオ作成要項

④ 実地調査実施要項

（様式）

⑤ 点検評価ポートフォリオ記入様式

ーーーーー
○点検評価ポートフォリオ作成要項に関する解説及び留意点

○自己点検・評価における確認事項等について
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本日説明する資料

直近の主な改正等
※2025実施 細目省令改正（いわゆる認証評価制度4巡目）への対応など
※2026実施 専門職大学の機関別認証評価実施に対応



Ⅰ 評価システムの概要（P.4～17）

Ⅱ 点検評価ポートフォリオの作成について（P.18～37）

Ⅲ 実地調査（P.39～42）

Ⅳ 2026年度認証評価の受審申請について（P.43～45）

説明内容
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Ⅰ 評価システムの概要



① 実施大綱
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１ 評価の目的 （ハンドブックｐ.７）
（１） 大学の教育研究の質を保証すること

（２） 大学の教育研究の水準の向上に資すること

（３） 大学の教育研究の特色の進展に資すること

（４） 大学の教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み（以下「内部質保証」

という。）の実質化を促すこと

２ 評価の基本的な方針 （ハンドブックｐ.７）
（１） 第三者評価による厳格な教育研究等の質の保証

（２） 内部質保証の実質化の促進

（３） 本評価以外の大学評価結果の活用

３ 大学評価基準の構成 （ハンドブックｐ.７～８）

基準１ 基盤評価：法令適合性の保証

基準２ 水準評価：教育研究の水準の向上

基準３ 特色評価：特色ある教育研究の進展
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４ 評価の実施体制 （ハンドブック ｐ.８）

① 実施大綱
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（１）受審大学が行う自己点検・評価のプロセス
① 点検評価ポートフォリオの作成

（２）センターにおける評価のプロセス
① 書面評価

② 実地調査

③ 関係者からの意見聴取

（高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者からの意見聴取）
④ 評価結果の作成

（３）各基準の評価及び評価結果

３つの基準すべてを満たしている場合に、本センターの大学評価基準を満

たしていると判断します。

（４）受審大学からの意見申立てと評価結果の確定

５ 評価の実施方法 （ハンドブック ｐ.９～１０）

① 実施大綱

認証評価のフロー
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基準３
特色ある教育研究の進展

基準２
教育研究の水準の向上

基準１
法令適合性の保証

◎◎◎書面評価

◎
学生やステークホルダーとの

対話により特色を明確化

○
◎

法令等への適合を確認

内部質保証体制の確認

１回目
（オンライン）

実地調査

○
◎

大学構成員との率直な対話

内部質保証の実質化

◎
未確認事項について再確認

質保証への理解の深化

２回目
（対面）

各評価プロセスで各評価基準の果たす役割
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非会員会員

3,500,000円1,600,000円大学基本額

600,000円350,000円1学部あたり

400,000円200,000円1研究科あたり

評価費用 （ハンドブックｐ.11） 大学機関別認証評価手数料に関する規程より

≪別表１：評価手数料（消費税別）≫

≪別表２：再度の評価に係る評価手数料（消費税別） ≫

非会員会員

１,250,000円800,000円大学基本額

① 実施大綱

評価の申請（ハンドブックｐ.10）

（１）評価の申請
会員大学・・・評価を受審する前年度11月末まで
非会員大学・・・評価を受審する前々年度11月末まで

（２）点検評価ポートフォリオの提出
受審年度の5月まで

基準１ 基盤評価：法令適合性の保証
大学は、法令を遵守した上で、教育研究等の状況について自ら点検及び評価を行い、

その結果を公表しなければならない。

基準１では、基盤評価として、大学が行う点検及び評価の内容について、別に定める評
価の指針に照らし、法令適合性を保証する観点から評価する。この評価は、認証評価を
行うものとして定められた事項について行うものとする。

基準２ 水準評価：教育研究の水準の向上
大学は、自らの教育研究の水準の向上を図ることに努めなければならない 。

基準２では、水準評価として、大学が行う自己の水準分析の内容について、別に定める
評価の指針に照らし、教育研究の水準の向上に資する観点から評価する。

基準３ 特色評価：特色ある教育研究の進展
大学は、法令を遵守し教育研究の水準の向上に努めるとともに、特色ある教育研究を展

開していくことが求められる 。 基準３では、特色評価として、大学が行う特色ある教育研
究の内容について、別に定める評価の指針に照らし、その進展に資する観点から評価する。

② 大学評価基準 （ハンドブック ｐ.17）
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基準３
特色ある教育研究の進展

基準２
教育研究の水準の向上

基準１
法令適合性の保証

大学
評価基準

特色ある教育研究の進展の観点
から、大学の改善活動を支援

教育研究の水準の向上の観点
から、大学の改善活動を支援

情報公表の徹底を前提に
厳格に法令適合性を判別

目的

大学が行う特色ある教育研究の
内容について、その進展に資す
る観点から評価。

大学が行う自己分析・改善の活
動について、教育研究の水準の
向上に資する観点から評価。

認証評価で評価するものとして法
令に定められている事項を、法令
適合性の保証の観点から評価。

内容

● 特色ある教育研究の進展の
向上に向けた取り組み状況

・ 大学の特色ある教育研究につ
いての総括的な説明及び、具
体的な取り組み内容の説明に
対して、その進展に資する観点
から評価を行う。

・ 具体的な取り組みは、点検評
価ポートフォリオにおいて大学
から事例が５つ以内示され、そ
の事例に基づいて評価を行う。

● 教育研究の水準の向上に向
けた取り組み状況

・大学の内部質保証についての
総括的な説明及び、内部質保
証の具体的な取り組み内容の
説明に対して、その向上に資
する観点から評価を行う。

・内部質保証の具体的な取り組
みは、点検評価ポートフォリオ
において大学から事例が５つ
以内示され、その事例に基づ
いて評価を行う。５つの事例に
は、「学修成果」及び「研究環
境整備」が各1事例以上示さ
れる。

● 法令に適合しているかの状況
イ 教育研究上の基本となる組織に関す

ること。
ロ 教育研究実施組織に関すること。
ハ 教育課程に関すること。
ニ 施設及び設備に関すること。
ホ 大学運営に必要な業務を行う組織

及び厚生補導等に関すること。
ヘ 卒業の認定に関する方針，教育課程

の編成及び実施に関する方針並び
に入学者の受入れに関する方針に
関すること。

ト 教育研究活動等の状況に係る情報
の公表に関すること。

チ 教育研究活動等の改善を継続的に
行う仕組みに関すること。

リ 財務に関すること。
ヌ 教育研究活動推進のための環境整

備等に関すること。

評価事項
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○ 「法令適合性の判別」と「大学の教育研究活動等の改善」のそれぞれの目的別に基準を設定

○ 判別と改善の混在がもたらすジレンマを避ける工夫により、有効な評価を実施

大学評価基準の構造

基準１

「基準１に関する評価の指針」の各事項に照らして、大学が法令に適合し、大学と
して相応しい教育研究活動等の質を確保していると確認できた場合、基準を満たす
と判断します。その上で、優れた点を明示し、改善を要する点があれば指摘します。

ただし、改善を要する点について改善の見通しが明らかでない事項がある場合、ま
たは重点評価項目である内部質保証（教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組
みに関すること）についての取組みが不十分な場合、基準を満たさないと判断します。

基準２

「基準２に関する評価の指針」に照らして評価を行い、大学から示された取組みの
優れた点を明示し、改善を要する点を指摘した上で、教育研究の水準の向上に努
めていることが確認できた場合、基準を満たすと判断します。

基準３

「基準３に関する評価の指針」に照らして評価を行い、大学から示された取組みの
優れた点を明示し、改善を要する点を指摘した上で、特色ある教育研究の進展に努
めていることが確認できた場合、基準を満たすと判断します。

各基準の評価及び評価結果の考え方（実施大綱５（３） ハンドブック p.9より）
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すべての基準を満たしている場合、
大学評価基準を満たしていると判断します。



基準１に関する評価の指針 （ハンドブック ｐ.19～25）
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イ 教育研究上の基本となる組織に関すること。

ロ 教育研究実施組織に関すること。

ハ 教育課程に関すること。

ニ 施設及び設備に関すること。

ホ 大学運営に必要な業務を行う組織及び厚生補導等に関すること

ヘ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関
すること

ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること

チ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること

リ 財務に関すること

ヌ 教育研究活動推進のための環境整備等に関すること

評価事項

② 大学評価基準

基準１では、「学校教育法第110 条第2 項に規定する基準を適用するに際して必要な細目

を定める省令」において認証評価を行うものとして定められている事項それぞれについて、法
令適合性の観点から評価する。

本指針では、それぞれの評価事項の評価の趣旨を示した上で、大学が参照することとなる
関係法令等を示す。関係法令等のうち下線を付したものは特に重要と考えられる法令となる。

基準２に関する評価の指針 （ハンドブック ｐ.26）
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（評価方法）
・ 情報の収集、分析が体系的、継続的に行われているか。
・ 取組みが組織的に行なわれているか。
・ 取組みが教育研究の水準の向上のために効果的に機能して

いるか。

② 大学評価基準

基準２では、大学が行う自己の水準分析の内容について、情報を体
系的、継続的に収集、分析するなど、教育研究の水準の向上に資する
ために必要な取組みを組織的に行っており、その取組みが効果的に機
能していることを確認します。その際、学生の学修成果の適切な把握
及び評価に関する取組みの状況並びに継続的な研究成果の創出のた
めの環境整備に向けた取組みの状況を確認します。



基準３に関する評価の指針 （ハンドブック ｐ.27）
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（評価方法）
・それぞれの取組みが組織的に行われているか
・取組みが特色ある教育研究の進展に資するために効果的に機

能しているか

② 大学評価基準

基準３では、大学が行う特色ある教育研究の進展に資するために必
要な取組みを組織的に行っており、その取組みが効果的に機能してい
ることを確認する。

○認証評価に関する細目省令(※)の改正(2025.4施行）

（参考）認証評価制度4巡目（2025年度実施～）の対応
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二 大学評価基準において、次に掲げる事項に係る項目が定められていること。
イ 継続的な研究成果の創出のための環境整備
ロ 学修成果の適切な把握及び評価

（※）学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416M60000080007_20250401_506M60000080011

以下の条文が追加

「継続的な研究成果の創出のための環境整備」
（以下の２点を「評価の指針」に明記）
→ 基準１「ヌ 教育研究活動推進のための環境整備等に関すること」で扱う
→ 基準２において、研究環境整備に関し自己分析し改善した取組みを一つ以上提示することを求める

「学修成果の適切な把握及び評価」
（従前から学修成果の取り組みを評価してきたが、基準２の「評価の指針」にも明記）
→ 基準１では「チ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること」で扱う
→ 基準２において、学修成果の把握・評価に関し自己分析し改善した取組みを一つ以上提示すること

を求める

以上の対応と併せて、評価事項の名称や内容を調整

○本センターの対応



2026年度実施からの評価の指針の改定（専門職大学への対応）

専門職大学の機関別認証評価に対応するため、 2026年度実施か
ら、「大学評価基準に関する評価の指針」を改定しました。

従前の評価の指針の考え方を基本としながら、特に専門職大学に関する事項は以下の取扱いとした。

 専門職大学の目的、専門職大学に置く課程の区分、専門職大学の名称に関することは、評価事
項「イ 教育研究上の基本となる組織に関すること」において扱います。

 専門職大学に置く実務の経験等を有する教員の数等に関することは、「ロ 教育研究実施組織に
関すること」において扱います。

 専門職大学における教育課程の編成や、教育課程連携協議会の設置、授業科目、授業を行う
学生数、卒業の要件については、「ハ 教育課程に関すること」において扱います。

（１）「大学評価基準に関する評価の指針」に専門職大学の関係法令を追記

 基準１は、上記評価の指針の見直しに沿って専門職大学に関する法令を追記又は入れ替えて
挿入。

 基準２、基準３については、現行の様式どおり。

（２）専門職大学向けの「点検評価ポートフォリオ様式」を作成
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Ⅱ 点検評価ポートフォリオの作成について



点検評価ポートフォリオ
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○ 「点検評価ポートフォリオ」の様式が、社会からの見える化と、比較可能性を担保

○ 大学の自己点検・評価をはじめ法人評価等の結果を内部質保証活動として整理

○ 評価者は、公表が徹底された資料を根拠に評価の指針に従って評価を行う

（ハンドブック p.33）

点検評価ポートフォリオの構造
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○ 受審大学は点検評価ポートフォリオ上に、共通する５０ページの資料を作成

○ 基準１では１０項目にわたる評価事項それぞれに２ページが割り当てられる

○ 基準２、３では、具体的な取り組み３～５事例を示し、相互に文脈づけて説明する
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（詳細は「点検評価ポートフォリオ作成要項に関する解説及び留意点」p.1参照）

○点検評価ポートフォリオは、各大学が継続的に自己点検・評価を
行い、その結果について報告書等（自己点検報告書、部局・活動単
位の報告書、法人評価のための資料等）が作られていることを前提
にして設計

○文章による記述と公表URLにより提示した関連資料を組み合わせ
て、総合的に説明がなされることを期待

○関連資料は、原則として公表URLによる提出。根拠となる規程等だ
けでなく、部局単位の活動報告や、他の評価機関による外部評価
資料等を含めて活用可能

点検評価ポートフォリオの基本的な考え方

① 大学の概要・目的
大学の基礎情報、組織図、内部質保証体制等

② 「基準１ 法令適合性の保証」に関する点検評価資料
各項目を見開きの２ページで

③ 「基準２ 教育研究の水準の向上」に関する点検評価資料
３～５つの取組み
「学修成果の適切な把握及び評価、継続的な研究成果の創出のための
環境整備」に関する分析の取組みをそれぞれ１つ以上

④ 「基準３ 特色ある教育研究の進展」に関する点検評価資料
３～５つの取組み

⑤ 認証評価共通基礎データ（エクセルデータ）
【改正前基準】と【改正後基準】から大学が選択
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③点検評価ポートフォリオ作成要項

点検評価ポートフォリオの構成（ハンドブック ｐ.35）
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① 大学の概要・目的（ハンドブック ｐ.36）

大学の概要

（１）大学名
（２）所在地（複数の校地・校舎を有する場合は、各キャンパス等名とその所在地）

（３）学部等の構成（別科・専攻科等、その他の組織を含む）

（４）学生数及び教職員数（評価実施年度の5 月1 日現在の現員）

（５）理念と特徴
（６）大学組織図（大学の組織体制を示す図を貼付）

（７）内部質保証体制図（大学の内部質保証体制を示す図を貼付）

→内部質保証を担う組織、関係組織間の関係、内部質保証の方針など
について、図を使いながら説明する

大学の目的
学則等に定められた大学の目的

③点検評価ポートフォリオ作成要項

③ 点検評価ポートフォリオ作成要項

24

イ 教育研究上の基本となる組織に関すること
ロ 教育研究実施組織に関すること
ハ 教育課程に関すること
ニ 施設及び設備に関すること
ホ 大学運営に必要な業務を行う組織及び厚生補導
等に関すること

ヘ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実
施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針
に関すること

ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関す
ること

チ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み
に関すること

リ 財務に関すること
ヌ 教育研究活動推進のための環境整備等に関す
ること

② 「基準１ 法令適合性の保証」（ハンドブック ｐ.41）

左ページの「（１）自己点検・評価の実施状況」には、原則として1 ページで、当該評価事項の

法令への適合性に関する自己点検・評価の実施状況を整理します。その際、評価事項ごとに
右ページに掲載された関係法令等への適合状況を、必ず説明します。

自己点検・評価
の状況

関係法令のリスト
左頁 右頁
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関係法令を一つずつ取り上
げ、それぞれに適合している
か否かを箇条書きするので
はなく、該当する事項の自己
点検・評価の状況について、
関係法令等を確実に押さえ
つつ、総合的に記述

③ 点検評価ポートフォリオ作成要項
② 「基準１ 法令適合性の保証」（ハンドブック ｐ.41）

関係法令に応じた関連資料（エ
ビデンス）のリンク先（URL)を示す。
原則としてすべて公表しているも
ので示す

自己点検・評価の実施状況には、日常的な自
己点検・評価を通じて改善した事項等が具体

的に記述されることも期待される

（「点検評価ポートフォリオ作成要項に関する解説及び留意点」p.2参照）
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（参考）基準１の評価作業シート（例）



27
27

（参考）基準１の内部質保証を確認するシート（例）
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③ 「基準２ 教育研究の水準の向上」（ハンドブック ｐ.44）

③ 点検評価ポートフォリオ作成要項

基準２に関する点検評価資料では、大学評価基準の
別紙「大学評価基準に関する評価の指針」の「基準２に
関する評価の指針」に即して、「情報を体系的、継続的
に収集、分析するなど、教育研究の水準の向上に資す
るために必要な取組みを組織的に行っており、その取組
みが効果的に機能している」ことを整理します。



１）自己分析活動の状況 

 本学では、○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

……… 

 

 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

……… 

 

 

２）自己分析活動の取組み（目次） 

※学修成果の適切な把握及び評価並びに継続的な研究成果の創出のための環境整備に関する取組み等をそれぞれ 1 つ以上記述します 

No. タイトル ページ番号 

１ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○【学修成果】 37 

２ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○【研究環境整備】 38 

３  39 

４  40 

５  41 

29

大学の内部質保証の方針
に、取り上げた取り組み（５つ
の事例）がどのように位置づ
くのか、どのように機能させ
ようとしているのかを総括的
に示す。（各事例の要約で
はない）

記述するテーマを３～５項目選
ぶ。「学修成果」と「研究環境
整備」を必ず一つ以上。

取り組みごとに１ページで
作成

分析の背景、分析結果、
改善への取組み状況を示
し、内部質保証が機能し
ていることを示す。

③ 「基準２ 教育研究の水準の向上」（ハンドブック ｐ.44）

③ 点検評価ポートフォリオ作成要項

（「点検評価ポートフォリオ作成要項に関する解説及び留意点」p.3参照）

課題を認識し改善に取り組んでいる場合はその
ことも積極的に記述することを期待

例えば、授業評価アンケートの場合・・・・・

〇授業評価アンケートを実施する背景と企画 [P]

 どのような水準の向上を目指して企画したか？ 規程は？

〇どこが主体となって実施したか？ [D]

教務委員会、内部質保証推進委員会など

〇継続的に取られたデータを分析・検証し得られた結果？ [C]

データの分析・検証の結果は？

〇分析・検証の結果、どのように教育や大学運営を改善？ [A]

 どのような取組みで更なる「水準向上」に結び付けようとして

いるか？

30

P
[背景・目的]

C
[分析・検証]

A
[改善・向上]

D
[実行主体，運営

体制]

・内部質保証システム（PDCA）を機能させ
ていることを、事例を使って説明する

「基準２に関する点検評価資料」作成の考え方



基準２の評価作業シート（例）

31

PDCAが記述されているか
が重要

32

④ 「基準３ 特色ある教育研究の進展」（ハンドブック ｐ.47）

③ 点検評価ポートフォリオ作成要項

基準３に関する点検評価資料では、大学評価基準
の別紙「大学評価基準に関する評価の指針」の「基準
３に関する評価の指針」に即して、「特色ある教育研究
の進展に資するために必要な取組みを組織的に行っ
ており、その取組みが効果的に機能している」ことを整
理します。
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「基準３に関する点検評価資料」作成の考え方

大学が特に重要と考える組
織的な取組みから3～5つを
選んで示すこととしています。
その取組みは大学の理念や
方針との整合性があることを
期待。

取組みごとに１ページで作成

取り組みの現状に加えて、背
景や問題意識、課題等を説
明することが重要

示された取組みの中から1つ以上を選んで、実
地調査において「評価審査会」を実施

大学の理念・方針のも
とで、例示した5つの取
り組みがどのように機能
しているのかを総括的
に示す。 （各事例の要
約ではない）

（「点検評価ポートフォリオ作成要項に関する解説及び留意点」p.4参照）
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⑤ 認証評価共通基礎データ（ハンドブック ｐ.50）

大学設置基準等の法令が要請する事項に関わる基礎データを記載します。
本様式は、大学機関別認証評価を実施する各評価機関において、共通に提出を求

める内容とされているものです。
【改正前基準】（専任教員）もしくは【改正後基準】（基幹教員）から大学としての整理

の状況に応じていずれかを選んで提出します。

参考：令和4年度大学設置基準等の改正について：文部科学省 (mext.go.jp)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/index_00001.htm
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⑤点検評価ポートフォリオ記入様式
○2026年度受審大学向けの記入様式を本センターWebページにアップロードしてい
ます。ダウンロードしてご利用ください。

掲載URL
実施大綱・評価基準等 – 一般財団法人大学教育質保証・評価センター（JAQUE）

https://jaque.or.jp/business/taikou

36

点検評価ポートフォリオ作成にあたってのその他の留意点等

○点検評価ポートフォリオはページ数の統一を図っております。記入様式のレイアウト、
フォント等はできる限り変更しないようお願いいたします。記入のないページも削除しな
いでください。

○点検評価ポートフォリオのデータ提出方法については、作成要項のP１9にありますと
おり、紙媒体及び電子媒体（Word版（認証評価共通基礎データはExcel版）、及び、
全体をPDF化したデータ）での提出をお願いいたします。

○点検評価ポートフォリオの関連資料については原則として公表URLによる提示をお願
いしておりますが、資料の性質等により公表が難しい場合は、点検評価ポートフォリオ
で資料名を明示したうえで別途データ等により提出することも可能です。提出方法につ
いては事務局にご相談ください。

（「点検評価ポートフォリオ作成要項に関する解説及び留意点」p.5参照）



「自己点検・評価における確認事項等について」
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○今年度から「自己点検・評価における確認事項等について」を公表し
ています。

○基準１に関して関係法令に基づく確認事項及び想定される資料等を
お示ししています。

○点検評価ポートフォリオ作成の参考資料としてご活用ください。

https://jaque.or.jp/business/taikou
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Ⅲ 実地調査
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Ⅳ 実地調査スケジュールモデル（ハンドブック ｐ.60）

内容等プログラム時間

書面評価に基づくヒアリング受審大学の責任者との面談10:00～12:00（120）

昼食12:00～13:00

特色ある教育研究の取組みについて（教
職員、学生、ステークホルダー等が参加

評価審査会13:00～15:00（120）

評価実施チーム会議15:00～16:00（60）

実地調査の結果の伝達受審大学の責任者との面談16:00～17:00（60）

実地調査終了17:00

実地調査のスケジュールは以下を基本とし、評価実施チームの判断により決定します。

④ 実地調査実施要項

＜１回目＞ 方法：オンライン

内容等プログラム時間

書面評価に基づくヒアリング受審大学の責任者との面談13:00～15:00（120）

教育現場及び学習環境の状況調査15:00～16:00（60）

＜２回目（1回目と日程に間隔をおいて実施）＞ 方法：対面

※2回目の調査方法・調査内容等は、それまでの調査の結果に応じて判断する

評価審査会（ワークショップ型の意見交換会）
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○ 設立準備期間の試行評価の経験を踏まえ、対話型評価を実地調査①で実施

○ ステークホルダーや学生、卒業生、企業、自治体関係者が参加

○ 大学からのプレゼンの後の意見交換で双方に新たな発見が生まれる

【主な参加者】
・ 在学生、卒業生、修了生
・ 設置団体の関係者（市役所・県庁職員）

日頃大学と関わって
実施している活動について、

大学の考えを知る
貴重な機会となった。

（地域団体）

日頃報告書等で
確認している取り組みの、

具体的な姿を知る
ことができた。（設置団体）

・ 取組みにかかわる市町村や企業の関係者
・ 連携している地域団体関係者
・ 高等学校の教員 など

実地調査では、大学の特
色ある教育研究の取り組
みをテーマとして、ステー
クホルダー等が参加する
評価審査会を実施。

受審大学からは、取り組
みの内容、成果、課題な
どが説明され、ステーク
ホルダーからは、活動の
成果、活動を通じて得た
学び、今後に向けた課
題・期待などの発言がな
される。

ステークホルダーや、学内
関係者と取り組みを共有
する貴重な機会となった。

（受審大学）
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評価審査会 進行イメージ ※全体で120分程度

〇 趣旨説明等

〇 大学側から取組みの内容について説明（20分程度）

〇 評価委員から大学への質問

〇 学生・ステークホルダーからの意見聴取

（取組みに参加した学生、取組みにかかわる自治体職員、地域の関係者など）

〇 取組みの進展に向けてディスカッション

〇 主査によるまとめ

（３）「評価審査会」（ワークショップ型の意見交換会）
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Ⅳ 2026年度認証評価の受審申請
について



９月初旬までに本センターのWebページ
（https://jaque.or.jp/）にて2026年度の受審申請についての
ページを公表します。

申請手続等 ・・・ 2025年11月28日必着（会員の場合）

【提出書類】

（1） 「2026年度 大学機関別認証評価申請書」（様式１）

（２） 「大学基礎情報票（申請用）」（様式２）

（３） 大学の概要が分かる資料（大学概要・大学案内等 各１部）

提出された申請書等の内容を確認した後、受審大学に対し申請受理
通知書を送付します。

※非会員として受審する場合は、前々年度の11月末までに申請が必要です

2026年度認証評価受審申請の手続き
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本センターのWebページ「会員制度」

（ https://jaque.or.jp/nyukai ）をご覧ください。

会員大学数・・・81大学（2025/6/27現在）

〇入会手続き

【提出書類】 （１） 入会申込書

（２） 大学基礎情報票

〇会費

会員制度について（参考）
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会費の額学生定員

１２万円1,000人未満

２４万円1,000人以上2,000人未満

３６万円2,000人以上

会費は年度ごとに毎年5月末日までに納入いただきます。
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奥野 武俊, 中田 晃
「大学教育質保証・評価センターの設立経緯とその評価の概要」
大学改革・学位研究 24巻
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kaikakugakui/24/0/24_2023.
24004/_article/-char/ja

中田 晃
「大学教育質保証・評価センターの認証評価の実績と展望─2つの評
価基準による内部質保証の評価に着目して─」 大学評価研究23号
https://www.juaa.or.jp/publication/
（※ウェブ掲載はタイトルのみ）
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